
平成19年10月2日 第5回基本戦略分科会  
福井県資料  

すみずみ子育てサポート事業の概要  

事 業 内 容  

○市町が実施する、次の子育てサポート事業に要する経真の一部を補助  

1 対 象 事 由  
保護者の通院、冠婚葬祭、子どもの学校行事、残業など、一時的に子育てのサポートが必要となる場合   

2 事 業 主 体  
市町（NPO法人、シルバー人材センター、社会福祉協議会等に委託可）  

3 サポート内  

①一時預かり（施設型、派遣型）   ②保育所などへの送迎  ③家事援助（食事づくり、掃除、買い物など）  

4＋利用対象者  
小学校就学前および小学校低学年（1～3年生）の子どもがいる子育て家庭  

5＋補助基準額   
・利用料金700円／時間（標準利用料）のうち、半額350円／時間 （県1／2、市町1／2）  

※ただし、第3子以降3歳未満児の利用は700円／時間を補助（「ふくい3人っ子応援プロジェクト」）   

・保険料400円／人（年額） （県10／10）  
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すみずみ子育てサポート事業の仕組み  

委託契約（1時間700円）  

③登録者連絡  
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ・■■＝■ト  

⑦利用実績報告  
＝ ＝ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

⑤サービス  

提供  

⑧委託料支払（1時間350円）  
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⑥利用料支払  

（1時間350円）  
④利用申込  

②利用者登録  

■  
■ ■ ■ ■ H ■ll■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■   ＝＝†・ト  

子育て家庭   

（D登録申請（年間）  



すみずみ子育てサボート事業の背景  
一子育てを取り巻く環境の変化－  

○福井県の総人口および世帯類型別世帯数の推移  

βク／，∫ββ  

く世帯）   

300．000  

250．000  

200，000  

150，000  

100，000  

50，000  

0  

「人ノ  

βイβ，ββ♂  

βクβ，♂β♂  

飢川＼の川  

7♂♂，β♂β  

7♂♂．♂ββ  

7イβ．β♂β  

7ク♂．♂ββ  

7（フβ，βクβ   

S60  H2  H7  H12  日17  

囲核家族世帯 固三世代同居世帯 匠＝：ヨその他世帯 匿：：：：刃単独世帯 十総人口  

r夫婦、子ども と両親から成る世帯」「夫婦、子ども と ひと り親か  
子ども と他の親族から成る世帯」 r夫婦、子ども、親と他の親族か  

※三世代同居世帯は  
ら成る世帯」「夫婦  
ら成る世帯」の合計  
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○サービス利用の理由  

※福井市、敦賀市、小浜市の利用児童の内訳（平成18年度）   ※小浜市「わくわくくらぶ」延べ利用者316人の内訳（平成19年8月）   
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すみずみ子育てサポート事業拡充の要因  

○保育に欠ける子どもに対す葛保育サービスとは別の仕組みとして、すべての子育て家庭を対象に、   
そのニーズに対応   

○地域の子育て機能の活用を図り、身近なところで利用しやすい、低額の子育て支援サービスを提供  
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すみずみ子育てサポート事業の預かり風景   




